
 

 

大崎事件第４次再審請求即時抗告棄却決定に抗議する声明 

 

１ 福岡高等裁判所宮崎支部は、２０２３年（令和５年）６月５日、いわゆる大崎

事件第４次再審請求事件につき、請求人の即時抗告を棄却し、鹿児島地方裁判

所の再審請求棄却決定を維持する決定をした（以下「本決定」という。）。 

２ 大崎事件は、１９７９年（昭和５４年）１０月１２日、鹿児島県大崎町の農道

脇に転落し、前後不覚で道路上に横臥していた「被害者（義理の末弟）」が、午

後９時頃近隣住民２名によって自宅に運ばれてきたところ、原口アヤ子氏（以

下「アヤ子氏」という。）が、アヤ子氏の元夫、義弟を含めた計３名で共謀して

同日午後１１時頃「被害者」を殺害し、翌日午前４時頃、その遺体を義弟の息子

も加えた計４名で遺棄したとされる事件である。アヤ子氏は逮捕時から一貫し

て無罪を主張していたが、確定審においては被害者の死因を頸部圧迫による窒

息死と推定した法医学鑑定書、「共犯者」とされたその余の３名の自白、義弟の

妻の供述を主な証拠として、アヤ子氏に懲役１０年の有罪判決が下された。 

３ アヤ子氏は満期服役後、鹿児島地方裁判所に対して、これまで３度にわたり再

審請求を申し立てており、第３次再審請求では、再審請求審、即時抗告審におい

て、いずれも再審開始の判断を得た。それにもかかわらず、最高裁判所第一小法

廷は、２０１９年（令和元年）６月２５日、「被害者」が帰宅した時点で死亡又

は瀕死の可能性があり、帰宅時の「被害者」の様子に関する近隣住民２名の供述

が信用できない、それゆえ、「共犯者」３名の各供述の信用性に重大な疑義が生

じるとした即時抗告審の決定は、法医学鑑定の問題点やそれに起因する証明力

の限界を十分に考慮していないから「取り消さなければ著しく正義に反する」と

して、地方裁判所、高等裁判所のした再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却

するという前代未聞の決定をした。 

４ 弁護団は、２０２０年（令和２年）３月３０日、死亡時期について救命救急医

の鑑定書、近隣住民２名の供述について異なる専門的知見により分析した２種

類の鑑定書を新証拠として、第４次再審請求を申し立てた。本請求審の新証拠は、

それぞれが車の両輪となって、「被害者」が帰宅前に死亡しており、そもそもア

ヤ子氏らが「被害者」を殺害することはあり得ない、つまり殺人事件は存在しな

いことを明らかにするものであった。 

５ 第４次再審請求審の鹿児島地方裁判所は、新証拠として提出した救命救急医の

鑑定について、「被害者」が溝に転落し、その際に非骨傷性頚髄損傷を負った可能



 

 

性があり、軽トラックの荷台に乗せるまでの過程でその症状が悪化し、高位頚髄

損傷にまで陥った可能性も完全には否定することができず、横隔膜運動の麻痺や

延髄の血流低下による呼吸・循環中枢の機能不全に陥って呼吸停止を来した可能

性があることは否定できないと判断し、旧鑑定の証明力が減殺されることを認め

ながらも、「直ちに各確定判決における頚部圧迫による窒息死との認定に合理的疑

いを生じさせるとはいえない」と述べて、再審請求を棄却した（以下「原決定」

という。）。 

本決定も、旧鑑定は有罪認定の証拠として重要な位置を占めるものではなく、

旧鑑定の証明力が減殺されても、客観的状況から推認できる事実や義弟である長

男及び次男の各自白により、被害者の死因である頚部圧迫による窒息死という認

定は維持され、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせるものではないので

あるから、新旧全証拠を評価し直す必要性は認められないなどと判断し、「原決

定の判断は、論理則、経験則等に照らしておおむね不合理なところはな」い等と

結論づけて、即時抗告を棄却した。 

しかし、旧鑑定は窒息死を推定するものであり、事実認定の基礎をなす極めて

重要な位置づけとなるものである。また、そもそも共犯者とされた義弟らには知

的障害があり、供述の変遷もみられるなど、自白の信用性には問題がある。 

したがって、本決定は、原決定と同様に、新旧全証拠の総合評価を適切に行っ

ておらず、「疑わしいときは被告人の利益に」の原則が再審にも適用されるとし

た白鳥・財田川決定に明らかに違反しているほか、死亡時期に関する検討も不十

分であって、到底是認できないものであり、当会は、本決定に強く抗議する。 

６ アヤ子氏は今月１５日に９６歳となる。一刻も早く再審開始決定を勝ち取り、

再審公判を開かねばならない。 

当会は、アヤ子氏を含む再審請求者らが無罪となるための支援を続けるととも

に、政府および国会に対して、再審手続における証拠開示の制度化や、再審開始

決定に対する検察官の不服申立て禁止を始めとする再審法改正を強く求め、えん

罪を防止・救済するための制度改革が一日でもはやく実現することを目指して全

力を尽くす決意である。 

 

２０２３年（令和５年）６月８日 

長崎県弁護士会       

会長 山 下   肇    


